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平成３０年度介護報酬改定に関する介護給付費算定に係る
体制等状況一覧表等の届出について

平成３０年度の介護報酬改定に伴う介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表（以下「体
制届」という。）の取扱いは，次のとおりですので，対象となる事業所につきましては，
提出期日までに関係書類を提出してください。

１ 体制届の提出期限
平成３０年４月１６日（月）必着

２ 提出先
旭川市保健所保健総務課

３ 届出が必要な事業所
⑴ 介護老人保健施設，介護療養型医療施設，介護老人保健施設で実施している（予防）
短期入所療養介護の事業所は加算算定内容に変更がなくても全事業所，体制届を提出
してください。なお，添付書類につきましては，届出項目に関する添付書類と変更が
生じた加算等の添付書類の提出が必要です。

サービス名 届出項目

・介護老人保健施設 在宅強化型・従来型の場合
・介護老人保健施設で実施して ・施設区分
いる(介護予防）短期入所療養 ・在宅復帰・在宅療養支援機能加算
介護

・介護療養型医療施設 入院患者に関する基準

⑵ 次のサービスの届出項目の加算を算定している場合も体制届の提出が必要です。

サービス名 届出項目

・訪問看護 看護体制強化加算
※加算を算定している事業所

・訪問・通所リハビリテーショ リハビリテーションマネジメント加算
ン ※加算を算定している事業所

⑶ 上記を除く居宅系サービス事業所
次の場合に，体制届を提出してください。

ア 新規に創設された加算を算定する場合
イ 施設等区分（事業所規模）の変更があった場合
ウ 従来からの加算を変更する場合 等
なお，新設された加算で新たな届出がない場合については，「なし」，「非該当」，「対

応不可」となりますので御了承ください。
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